
 

 

 

 

 

 

 新年がスタートしました。今年も「ひりゅう」をよろしくお願いします。いよいよ３学期に入り，今年度も

ラストスパートです。風邪やインフルエンザには十分気をつけていきましょう！ 

 

学校で年末調整が受けられるから確定申告は関係ない…と思われるかもしれませんが，別途確定申告の手続

きが必要な場合があります。適正な納税・控除を受けるために，該当がないかチェックしておきましょう。 

年末調整後に確定申告が必要な場合は，以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

＜高額医療費を支払った方＞ 

・・・医療費控除が受けられます。（実際に支払った金額－保険金等で補填される額－10 万円） 

申請には明細書の作成が必要です。 

→共済組合員は 2 月頃に届く「医療費のお知らせ」で代用できます（ただし令和元年 8 月分まで）。 

＜ふるさと納税をした方で，以下の条件に１つでも当てはまる方＞ 

・今年 1 年間で６自治体以上に寄付をした方 

・寄付をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出できなかった方 

・・・寄付金控除が受けられます。 
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・年末調整後に申告内容に修正が見つかった場合 

・住宅ローンの初年度に当たる場合（2年目以降は年末調整で控除できます） 

・雑損控除，特定支出控除がある場合 

・1 年間で 10 万円以上の高額医療費を支払った場合 

・ふるさと納税をした場合で，一定条件に当てはまる場合 

 

確定申告のしかた 

 期間  

2 月 17日（月）～3 月 16 日（月） 

 提出するもの  

・ 確定申告書 … 税務署等で用紙をもらうか，国税庁ホームページから作成してください 

（国税庁HP申告書作成コーナー：https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl） 

・ 源泉徴収票（原本） … 年末調整後に配布するので保管しておいてください 

・ マイナンバーカード（または通知カード+運転免許証や保険証等の身分証明書）の写し 

・ 添付書類（※控除を受ける要件によって異なります） 

（参考）＜医療費控除の場合＞ 

・ 医療費控除の明細書または「医療費のお知らせ」 

＜寄付金控除の場合＞ 

・ 寄付金受領証明書 等 

 

案内に従って入力するだけで， 

簡単に作成できますよ。 

こんな方は確定申告に行きましょう 

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
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202１年３月（予定）より，マイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになります。これに

伴い，共済組合は現在，教職員のマイナンバーカードの取得を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書（データ）を市町村が受け取り，カードを作成・交付します。申請から交付までの期間は約1 ヵ月で

す（※自治体によって多少異なります）。この機会に取得を検討してみられてください。 

 

 

 

 今年度も残すところ 2 ヵ月ちょっととなりました。来年度へ引き継ぐ準備はできていますか？年度末に慌

てる前に，以下の点に気をつけて今のうちから身の回りの整理をしておきましょう。 

         ・ごみは龍郷町の分別規定に従って処分してください。 

         ・書類を処分する際は個人情報が記載されていないか確認しましょう。 

         ・物品を処分する際は備品ではないかを確認しましょう。 

（備品の処分には廃棄申請が必要です） 

          ＊備品かどうか分からない場合は事務職員へおたずねください。 

 

 

 

 

奄美の海は夏だけでなく冬も楽しめます。例年１～３月にはボートに乗ってクジラを見に行く 

  ホエールウォッチングができます。龍郷町内のダイビングショップでも実施されており，なんと 

80％の確率で遭遇できるそうですよ！ぜひ行ってみてくださいね♪ 

 

マイナンバーカード取得のしかた 

① 郵便による申請 

個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し，署名・押印の後顔写真を貼付して，送付用封筒に

入れて投函します。＊交付申請書・送付用封筒は市町村のホームページ等からダウンロードできます。 

② パソコンによる申請 

交付申請用の Web ページにアクセスし，画面に従って必要事項を入力，顔写真のデータを添付し

て送信します。 

③ スマートフォンによる申請 

交付申請書の QR コードを読み込んで申請用 Web サイトにアクセスし，画面に従って必要事項を

入力，顔写真を添付して送信します。 

④ 証明写真機からの申請 

タッチパネルの「個人番号カード申請」を選択し，交付申請書の QR コードをバーコードリーダー

にかざします。画面に従って必要事項を入力し，顔写真を撮影して送信します。※撮影料が必要 

 

マイナンバーカード ～取得を推進しています～ 

今年度もあと少し… 

 提出方法  

税務署へ持参するか，郵送または e-Tax 

（国税電子申告・納税システム）にて提出し 

てください。 

＊ 詳細やご不明な点は最寄りの税務署までおたずねください。 

 

インターネットを利用して電子的に手続きが行える

システムです。パソコンやスマートフォンから申告

書をデータ送信して提出完了することができます。 
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